
こんな人権侵害が増えています。 

法務省発、ちょっと耳よりな情報です。 

 

「第47回全国矯正展」が開催されます。 

日　時：6月3日（金）10：00～16：30   

　　　 6月4日（土）  9：30～16：00   

場　所：千代田区北の丸公園内、科学技術館   

概　要：①「行刑施設の現状とこれから」をパネル展示 

　　　　②女子刑務所の紹介 

　　　　③少年院や少年鑑別所の紹介 

　　　 ④刑務所作業製品の展示・即売 

　　　 ⑤模擬舎房の展示  

6月1日に、『全国一斉「人権擁護委員の日」特設人
権相談所』が開設されます！ 

　法務省と全国人権擁護委員連合会は、人権擁護委員法が

施行された6月1日を「人権擁護委員の日」と定めています。こ

の「人権擁護委員の日」に全国各地で特設人権相談所を開設し、

地域住民の皆様からの相談に応じます。開催場所・時間等に

ついては、お近くの法務局・地方法務局へお問い合わせください。 

法務大臣感謝状が鑑定医に贈呈されました。 

　鑑定医として多年にわたり検察に協力していただいた方に

対し、法務省では法務大臣感謝状を贈呈し、感謝の気持ちを

表しています。本年度は、去る2月22日（火）、9名の方に感謝状

が贈呈されました。 

「スマイル子育て応援プラン」に取り組ん
でいます。 

　法務省・公安審査委員会・公安調査庁では、平成

16年12月に次世代育成支援対策推進法に基づく特

定事業主行動計画として「スマイル子育て応援プラン」

を定めました。主たる内容は以下のとおりですが、詳

しくは、法務省ホームページをご覧ください。 
● 妊娠中及び出産後における配慮 
● 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 
● 育児休業等を取得しやすい環境の整備 
● 子育てをする職員を支援するための取組 
● 超過勤務の縮減 
● 休暇取得の促進 
● その他の次世代育成支援対策に関する事項 

裁判員制度の講師を派遣します！ 

　法務省では、学校の授業や自治体の市民講座等

で裁判員制度や刑事裁判の仕組みなどを学ぶ企画

がある場合、可能な限りその講師を派遣することとし

ております。詳しくは、次のところに御相談ください。 

 

法務教官採用試験について 

　少年院や少年鑑別所で勤務する法務教官を採用する法務

教官採用試験が、以下の日程で実施されます。詳しくは法務

省ホームページをご覧ください。 

平成17年8月30日（火） 
最終 
合格者 
発表 

■平成17年度法務教官採用試験 

（試験地）全国12試験地 
（試験内容）教養試験（多枝選択式）、 
　　　　　専門試験（多枝選択式）、専門試験（記述式） 
 

（発表掲示場所） 
人事院事務総局、人事院各地方事務局、 
人事院沖縄事務所、法務省各矯正管区、 
那覇少年鑑別所 

（発表掲示場所） 
人事院事務総局、人事院各地方事務局、 
人事院沖縄事務所、法務省各矯正管区、 
那覇少年鑑別所 

（受　付）法務省各矯正管区、那覇少年鑑別所 
 

（試験地）全国9試験地 
（試験内容）人物試験、身体検査、身体測定 

 

平成17年4月1日（金）～平成17年4月15日（金） 
 

平成17年6月12日（日） 

 

平成17年7月5日（火） 

 

平成17年7月13日（水）14日（木） 
 

第1次試験 
合格者発表 

 

受付期間 

第1次試験 

 

第2次試験 

 

法務省刑事局裁判員制度啓発推進室 

電話：03-3580-4111（内）5653

期  日  

概  要  

期  日  

概  要  

期  日  

概  要  

期  日  

概  要  

期  日  

概  要  

●本誌に対する御意見、御感想は……　［法務省大臣官房秘書課広報室］〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1　Tel：03-3580-4111（代）　Fax：03-3592-7393

●この印刷物は再生紙と大豆インキを利用しています。 ��
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 イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
 

人
権
侵
害
が
急
増
し
て
い
ま
す
！
 

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
速
な
普
及

に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
掲

示
板
に
他
人
の
氏
名
、
住
所
、
電
話

番
号
を
書
き
込
む
こ
と
で
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
を
侵
害
し
た
り
、
特
定
の
人
の

名
誉
を
傷
つ
け
る
情
報
を
書
き
込
ん

だ
り
、
差
別
を
助
長
す
る
書
き
込
み

を
す
る
等
と
い
っ
た
人
権
侵
犯
事
件

が
急
増
し
て
い
ま
す
。
 

　
具
体
的
に
は
、
平
成
１１
年
に
は
１７

件
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
１６
年
に

は
１
９
８
件
に
上
り
、
１０
倍
以
上
の

大
幅
な
増
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人

権
侵
害
が
増
加
し
て
い
る
理
由
に
は
、

様
々
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

匿
名
に
よ
る
情
報
発
信
が
可
能
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
、
情
報
を
発
信

す
る
際
に
名
前
を
名
乗
る
必
要
は
な

く
、
年
齢
、
職
業
も
偽
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
批
判
、
非
難

に
直
接
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
安

心
し
て
無
責
任
な
情
報
の
発
信
が
で

き
て
し
ま
う
と
い
う
潜
在
的
な
危
険

性
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
 

 法
務
省
の
 

人
権
擁
護
機
関
の
取
組
 

　
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
や
掲
示
板
等
に
掲
載
さ
れ
た
情
報

が
人
権
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
プ

ロ
バ
イ
ダ
等
に
削
除
を
要
請
す
る
な

ど
し
て
対
処
し
て
き
ま
し
た
。
法
務

省
の
人
権
擁
護
機
関
が
プ
ロ
バ
イ
ダ

等
に
対
し
行
っ
た
削
除
要
請
の
件
数

は
、
平
成
１３
年
に
は
８
件
で
あ
っ
た

も
の
が
、
平
成
１６
年
に
は
７１
件
と
大

幅
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
 

  

障
害
者
等
の
弱
者
に
対
す
る
 

人
権
侵
害
の
増
加
 

　
社
会
福
祉
施
設
職
員
に
よ
る
暴
行

な
ど
の
「
社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る

侵
犯
」
が
平
成
１１
年
に
は
１７
件
だ
っ

た
も
の
が
、
平
成
１６
年
に
は
１
４
６

件
に
、
「
差
別
待
遇
」
に
つ
い
て
も

平
成
１１
年
に
は
３
２
８
件
だ
っ
た
も

の
が
、
平
成
１６
年
に
は
１
０
６
８
件

と
な
る
な
ど
大
幅
に
増
加
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
「
暴
行
・
虐
待
」
に
お

い
て
も
、
近
年
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・

バ
イ
オ
レ
ン
ス
、
児
童
虐
待
、
高
齢

者
虐
待
な
ど
で
注
目
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
女
性
、
児
童
や
高
齢
者
が
被

害
者
と
な
っ
た
事
件
が
、
平
成
１１
年

に
「
暴
行
・
虐
待
」
全
体
の
６８
％
だ

っ
た
も
の
が
平
成
１６
年
に
は
８６
％
を

占
め
る
よ
う
に
な
る
な
ど
増
加
し
て

き
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
女
性
、

児
童
、
高
齢
者
や
身
体
・
知
的
障
害

者
な
ど
、
身
体
的
、
社
会
的
に
弱
い

立
場
に
い
る
方
々
が
被
害
者
に
な
る

人
権
侵
害
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
 

　
従
来
、
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
に

よ
る
入
所
者
に
対
す
る
暴
行
・
虐
待

や
女
性
・
障
害
者
等
に
対
す
る
差
別

待
遇
は
、
外
部
の
目
が
届
き
に
く
か

っ
た
り
、
被
害
者
が
被
害
の
申
告
を

ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
し

た
が
、
近
年
は
、
こ
れ
ら
の
事
案
の

被
害
者
や
関
係
者
が
積
極
的
に
被
害

の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
が
事
件
数
増

加
の
一
因
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。
 

人
権
相
談
な
ど
は
 

最
寄
り
の
法
務
局
へ
 

　
人
権
相
談
や
人
権
侵
害
の
調
査
は

法
務
局
・
地
方
法
務
局
に
お
い
て
取

り
扱
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
最
寄
り

の
法
務
局
・
地
方
法
務
局
又
は
そ
の

支
局
ま
で
被
害
の
申
告
を
し
て
く
だ

さ
い
。
 

　
な
お
、被
害
の
申
告
を
さ
れ
る
と

き
に
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
さ
れ
て
い
る「
被
害
申
告
シ
ー
ト
」

を
御
利
用
い
た
だ
く
と
便
利
で
す
。
 

 

（注）平成16年の統計値については速報値です。 

被害の申告をしてください 被害の申告をしてください 
人権を侵害されたら… 

法務局・地方法務局 
及びその支局に 

被害救済の流れ被害救済の流れ 

法務局・地方法務局 
及びその支局 

認定できない 
場合もあります 

処理結果通知  
アフターケア 

法律に違反した行為に限らず、憲法や人権に関する条約、世界人権宣言など
に反するような行為であれば、人権侵害といえます。公務員による職務執行
に伴う人権侵害もあれば、私人間での人権侵害もあります。 

差別的取扱い、暴行・虐待、いじめ、いやがらせ、プライバシー侵害、セクシュア
ルハラスメント …などいろいろな人権侵害があります。 
 

救済手続終了後は、処理結果を通知し、 その後の状況を見守り
ながらアフターケアをします。 

援助… 
 
調整… 
要請… 
 
説示… 
勧告… 
通告… 
告発… 
 

被害の申告 

調　査 

救済のための措置 

侵犯事実を認定 

被害救済の流れ 人権侵害とは？ 

申告先は、全国にある法務局・地方法務局及びその支局に設置している人権
相談の窓口です。 例外的な場合を除き、速やかに 救済手続を始めます。 

被害の申告をしてください 

法務局・地方法務局が講じる救済措置とは？ 

●被害の救済・予防のための法律上の助言や、関係する機関へ
の紹介などをします。  

●相手方との話合いを仲介します。  

●被害の救済のために実効的な対応をすることができ
る者に対し、必要な措置を執るよう求めます。  

●相手方に対し、人権侵犯をやめるよう注意します。  

●人権侵犯の事実を摘示し、文書で必要な勧告をします。  

●関係行政機関に対し、適切な措置を執るよう求めます。  

●刑事訴訟法の規定により告発します。 

人権イメージキャラクター 
人KENまもる君 

人KENあゆみちゃん 

■インターネットを悪用した人権侵犯事件数と削除要請件数の推移 

平成 11年 

 

12年 

 

13年 

 

14年 

 

15年 

 

16年 

 

250 

200 

150 

100 

50 

0

全事件数 

削除要請 

■社会福祉施設における人権侵犯事件数の推移 

平成 11年 

 

12年 

 

13年 

 

14年 

 

15年 

 

16年 
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140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0

■差別待遇による人権侵犯事件数の推移 

平成 11年 

 

12年 

 

13年 

 

14年 

 

15年 

 

16年 

 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0

その他 

児童 

高齢者 

女性 

平成 11年 

 

16年 

 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0%

■暴行虐待事案の被害者別割合 

裁
判
手
続
を
悪
用
し
た

裁
判
手
続
を
悪
用
し
た 

架
空
請
求
に
ご
注
意

架
空
請
求
に
ご
注
意 

法務省だより 法務省大臣官房  
秘書課広報室 

●法務省の詳しい情報は下記のホームページをご覧ください。 

■4月号目次 
［2面］いよいよ本格始動！司法制度改革 
　　  裁判員制度Q&A 
［3面］インターネットで供託ができます！ 
［4面］こんな人権侵害が増えています。 

裁
判
手
続
を
悪
用
し
た

裁
判
手
続
を
悪
用
し
た 

架
空
請
求
に
ご
注
意

架
空
請
求
に
ご
注
意 

裁
判
手
続
を
悪
用
し
た 

架
空
請
求
に
ご
注
意 

 

最
近
、
裁
判
所
の
督
促
手
続
や
少

額
訴
訟
手
続
を
悪
用
し
た
架
空
請
求

が
見
ら
れ
ま
す
。
裁
判
所
か
ら
書
類

が
届
い
た
場
合
に
は
、
身
に
覚
え
が

な
く
て
も
放
置
を
せ
ず
、
裁
判
所
に

確
認
し
た
り
、
弁
護
士
・
消
費
者
生

活
セ
ン
タ
ー
等
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（http://w

w
w
.m
oj.go.jp/

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
 

実証実験に使用したＩＣ旅券とＩＣカード 

 

航空会社でのチェックイン時の認証手続 

 

出国審査場に設置された認証機器（e-Immigration） 

「
空
港
で
の
出
入
国
審
査
は
並
ば
ず
に
手
早
く
し
て
ほ
し
い
。 

で
も
偽
造
パ
ス
ポ
ー
ト
ー
ト
な
ど
で
の
不
法
入
法
入
国
は
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
し
て
ほ
し
い
。」 

国
民
の
皆
さ
ん
の
こ
の
よ
う
な
切
実
切
実
な
願
い
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

人
の「
顔
」な
ど
の
生
体
情
報

体
情
報
を
記
録
記
録
し
た
新
た
新
し
い
パ
ス
ポ
ー
ト
・「
Ｉ
Ｃ
旅
券
」や 

「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
ー
ド
」が
そ
の
切
札
切
札
で
す
で
す
。最
近
最
近
の
出
入
国
管
理

出
入
国
管
理
の
動
き
を
紹
介
し
介
し
ま
す
。 

 「
空
港
で
の
出
入
国
審
査
は
並
ば
ず
に
手
早
く
し
て
ほ
し
い
。 

で
も
偽
造
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
で
の
不
法
入
国
は
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
し
て
ほ
し
い
。」 

国
民
の
皆
さ
ん
の
こ
の
よ
う
な
切
実
な
願
い
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

人
の「
顔
」な
ど
の
生
体
情
報
を
記
録
し
た
新
し
い
パ
ス
ポ
ー
ト
・「
Ｉ
Ｃ
旅
券
」や 

「
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
」が
そ
の
切
札
で
す
。最
近
の
出
入
国
管
理
の
動
き
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

平成16年度　e-Passport連携実証実験　概要図 

 ■
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
と
は
…
 

　
「
顔
」
「
指
紋
」
「
目
の
虹
彩
（
ひ

と
み
の
周
り
の
部
分
）
」
な
ど
、
人

の
身
体
の
一
部
の
特
徴（
生
体
情
報
）

を
用
い
て
本
人
確
認
を
行
う
技
術
の

こ
と
を
「
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
（
生

体
情
報
認
証
）
」
と
い
い
ま
す
。
こ

の
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
を
活
用
し
、

海
外
旅
行
に
必
要
な
旅
券
（
パ
ス
ポ

ー
ト
）
な
ど
に
生
体
情
報
を
組
み
込

む
こ
と
に
よ
り
、
空
港
で
の
手
続
が

よ
り
早
く
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
 

 
 
 

 ■
Ｉ
Ｃ
旅
券
と
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
 

 

現
在
、
世
界
各
国
で
は
、
国
際
共

通
規
格
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
に
生
体
情
報

を
記
録
し
た
旅
券
（
Ｉ
Ｃ
旅
券
）
を

発
行
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
ま

す
。
日
本
に
お
い
て
も
、
来
年
３
月

ま
で
に
顔
の
画
像
を
利
用
し
た
新
し

い
旅
券
が
発
行
さ
れ
る
予
定
と
な
っ

て
い
ま
す
。
 

 

ま
た
、
航
空
会
社
で
も
バ
イ
オ
メ

ト
リ
ク
ス
を
活
用
し
た
カ
ー
ド
（
Ｉ

Ｃ
カ
ー
ド
）
を
用
い
て
、
搭
乗
手
続

（
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ン
）
や
安
全
検
査

（
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
チ
ェ
ッ
ク
）
を

迅
速
か
つ
確
実
に
行
え
る
よ
う
準
備

を
進
め
て
い
ま
す
。
 

 
 
 

 ■
3
つ
の
空
港
手
続
で
実
証
実
験
！
 

 
法
務
省
で
は
、こ
の
よ
う
な
Ｉ
Ｃ
旅

券
や
I
C

カ
ー
ド
に

記
録
さ
れ

た
生
体
情

報
を
活
用

し
、
出
入

国
審
査
の

仕
組
み
を

改
善
す
る

方
法
に
つ

い
て
調
査

研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
一
環

と
し
て
、
去
る
２
月
７
日
か
ら
３
月

２５
日
ま
で
の
間
、
成
田
国
際
空
港
第

二
旅
客
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
に
お
い
て
、

関
係
府
省
や
航
空
会
社
な
ど
と
連
携

し
て「e-passport

実
証
実
験
」
を
行

い
ま
し
た
。
 

 

こ
れ
は
、
今
後
発
行
が
予
定
さ
れ

て
い
る
Ｉ
Ｃ
旅
券
の
ほ
か
、
航
空
会

社
が
一
部
の
会
員
を
対
象
に
発
行
す

る
空
港
手
続
用
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
を
用
い

て
、
「
チ
ェ
ッ
ク
・
イ
ン
」
や
「
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
・
チ
ェ
ッ
ク
」
、
「
出

国
審
査
」
を
ど

の
程
度
早
く
、

確
実
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
か

な
ど
に
つ
い
て

検
証
し
よ
う
と

い
う
目
的
で
行

わ
れ
た
も
の
で
す
。
 

 
具
体
的
に
は
、

ま
ず
、
こ
の
実

験
に
参
加
し
て

く
だ
さ
る
方
に

実
験
用
の
Ｉ
Ｃ

旅
券
や
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
を
発
行
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、

空
港
内
の
「
チ

ェ
ッ
ク
・
イ
ン
」

「
セ
キ
ュ
リ
テ

ィ
・
チ
ェ
ッ
ク
」

「
出
国
審
査
」

の
そ
れ
ぞ
れ
の

ポ
イ
ン
ト
に
こ

れ
ら
I
C
旅
券
等
の
認
証
装
置
を
設

置
し
ま
し
た
。
参
加
者
に
は
、
こ
れ

ら
の
認
証
装
置
を
自
分
で
操
作
し
て

手
続
を
済
ま
せ
て
も
ら
い
、
認
証
の

速
度
と
か
正
確
性
を
測
定
・
分
析
し

よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
 

 
 
 

 ■
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
も
実
施
 

 

今
回
の
実
証
実
験
の
結
果
に
つ
い

て
は
、
今
後
詳
細
に
分
析
・
整
理
し

て
円
滑
な
本
格
実
施
に
向
け
て
生
か

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
空
港

内
で
は
こ
れ
ま
で
、
様
々
な
手
続
の

た
め
に
長
い
行
列
が
で
き
て
し
ま
う

と
い
っ
た
場
面
が
し
ば
し
ば
見
受
け

ら
れ
ま
し
た
が
、
今
回
の
実
証
実
験

に
よ
り
、
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
を
活

用
し
た
方
法
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
ス

ピ
ー
ド
ア
ッ
プ
が
図
ら
れ
た
か
が
判

明
し
ま
す
。
ま
た
、
認
証
装
置
の
使

い
心
地
な
ど
に
つ
い
て
参
加
者
に
ア

ン
ケ
ー
ト
を
お
願
い
し
、
そ
の
意
見

や
要
望
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
よ
り
早
く
よ
り
便
利
な
方
法
と

す
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
に
な
る
も

の
と
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
 
 

 ■
更
に
進
む
バ
イ
オ
メ
ト
リ
ク
ス
活
用
 

 

日
本
と
諸
外
国
と
の
間
で
人
の
交

流
が
増
加
す
る
中
で
、
出
入
国
管
理

の
果
た
す
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
空

港
を
利
用
す
る
人
々
が
よ
り
便
利
に

な
る
よ
う
に
今
後
と
も
工
夫
を
凝
ら

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
同
時
に
、

犯
罪
者
や
不
法
に
入
国
し
よ
う
と
す

る
人
に
つ
い
て
は
水
際
で
こ
れ
を
し

っ
か
り
と
阻
止
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
、
法
務
省
で
は
現

在
、
Ｉ
Ｃ
旅
券
が
正
し
い
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
を
素
早
く
確
認
す
る
シ

ス
テ
ム
を
つ
く
る
と
か
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
を
使
っ
た
「
自
動
化
専
用
ゲ
ー
ト
」

の
試
験
運
用
な
ど
に
つ
い
て
も
検
討

を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
今
後
と

も
、
皆
さ
ん
が

安
全
で
快
適

な
旅
を
し
て

い
た
だ
け
る

よ
う
バ
イ
オ

メ
ト
リ
ク
ス

の
活
用
を
積

極
的
に
進
め

て
い
き
た
い

と
考
え
て
い

る
の
で
御
理

解
と
御
協
力
を
、

よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。
 

 

我が国では、顔の画像情報像情報をパスポートに記録した「ＩＣ旅券旅券」を 
来年早々に来年早々に発行する計画が進んでいます。法務省では、この度 

その実証実験を行いましたので、その概要概要とバイオメトリクスを活用した 
最近最近の出入国審査改善国審査改善のための取組状況組状況を紹介紹介します。 

我が国では、顔の画像情報をパスポートに記録した「ＩＣ旅券」を 
来年早々に発行する計画が進んでいます。法務省では、この度 

その実証実験を行いましたので、その概要とバイオメトリクスを活用した 
最近の出入国審査改善のための取組状況を紹介します。 新

し
い
パ
ス
ポ
ー
ト
・「
Ｉ
Ｃ
旅
券
」 

成
田
で
実
験

成
田
で
実
験
が
行
わ
れ
ま
し
た 

新
し
い
パ
ス
ポ
ー
ト
・「
Ｉ
Ｃ
旅
券
」 

成
田
で
実
験

成
田
で
実
験
が
行
わ
れ
ま
し
た 

新
し
い
パ
ス
ポ
ー
ト
・「
Ｉ
Ｃ
旅
券
」 

成
田
で
実
験

成
田
で
実
験
が
行
わ
れ
ま
し
た 

新
し
い
パ
ス
ポ
ー
ト
・「
Ｉ
Ｃ
旅
券
」 

成
田
で
実
験
が
行
わ
れ
ま
し
た 

搭乗 
 

該当する旅券等 
 

チェックイン 
 

保安検査 
 

出国審査 
 

外務省が発行する 
実験用IC旅券を用いた実験  
（外務省職員等を対象に発行） 

 

海外の実験参加国で 
発行されたIC旅券等 

 

国土交通省が発行する 
実験用SPTカードを用いた実験  

 

顔画像を用いた  
本人認証 

顔画像を用いた  
本人認証 

顔画像を用いた  
本人認証 

SPTカード内の 
生体情報を用いた 

本人認証 

SPTカード内の 
生体情報を用いた 

本人認証 

SPTカード内の 
生体情報を用いた 

本人認証 

従来の 
チェックイン 

 

従来の 
保安検査 

 

海外IC旅券等内の 
生体情報を用いた 

本人認証 
 

JAL/ANAマイレージ会員等を 
対象に募集 



いよいよ本格始動！司法制度改革 インターネットで供託ができます！ 

「法務省の予算」は、どのくらいの 
額になるのですか? 

また、どのようなことに使われるのですか?

平成17年度予算で新たに認められた 
のは、どのようなものですか?

？？今回の質問は？？ 

「法務省の予算」 
 について 

平成17年度法務省予算は、総額約7千938
億円となっています。 
法務省では、全国で約5万1千人の職員が勤務

しており、また、刑務所など約1千800もの多数の
施設を抱えています。このため、職員の給与や庁舎
の維持費などに、法務省予算の大部分を充てています。 

 

　
　
　
そ
も
そ
も 

　
　
　
供
託
っ
て
な
に
？ 

　
例
え
ば
、
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
い

る
人
が
家
賃
を
払
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

家
主
さ
ん
か
ら
家
賃
の
値
上
げ
を
求

め
ら
れ
、
差
し
出
し
た
家
賃
を
受
け

取
っ
て
く
れ
な
か
っ

た
と
し
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、
そ
の

家
賃
を
供
託
所
（
全

国
の
法
務
局
・
地

方
法
務
局
や
そ
の
支

局
等
の
こ
と
）
に

供
託
す
れ
ば
、
家
主

に
家
賃
を
支
払
っ
た

の
と
同
じ
よ
う
な
扱

い
を
受
け
、
後
で
「
家

賃
を
支
払
わ
な
か
っ

た
!
」
な
ど
と
言
わ

れ
る
こ
と
が
避
け
ら

れ
ま
す
。 

　
こ
の
よ
う
に
、
供

託
と
は
、
お
金
な
ど

を
供
託
所
に
提
出
し

て
そ
の
管
理
を
ゆ

だ
ね
、
最
終
的
に
は
、

供
託
所
が
そ
の
お
金

な
ど
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
る
人
に

渡
す
な
ど
し
て
法
律
上
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
制

度
で
す
。 

　
平
成
15
年
度
に
は
、
約
100
万
件
の

供
託
の
申
請
や
払
渡
し
の
請
求
が
あ
り
、

広
く
国
民
の
皆
様
に
利
用
さ
れ
て
い

ま
す
。 

　
　
　
な
ぜ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ 

　
　
　
ト
で
供
託
を
で
き
る
よ 

　
　
　
う
に
し
た
の
？ 

　
最
近
パ
ソ
コ
ン
が
普
及
し
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
人
も
増
え

て
き
ま
し
た
。
も
し
、
こ
の
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
供
託
手
続
が
で

き
れ
ば
、
お
金
を
持
っ
て
供
託
所
ま

で
出
向
か
な
く
て
も
よ
く
な
る
の
で

便
利
で
す
。
そ
こ
で
、
供
託
手
続
を

オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
た
の
で
す
。 

　
　
　
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る 

　
　
　
手
続
の
特
徴
は
？ 

　
従
来
は
、
書
面
を
供
託
所
に
出
し

て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
が
、
書
面

の
内
容
を
パ
ソ
コ
ン
を
用
い
て
オ
ン

ラ
イ
ン
で
供
託
所
に
送
信
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ

の
場
合
に
は
、
供
託
金
の
提
出
は
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
電

子
納
付
に
対
応
し
た
A
T
M
を
利
用

し
て
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
供
託

金
が
納
付
さ
れ
ま
す
と
、
電
子
的
な

供
託
書
正
本
を
オ
ン
ラ
イ
ン
を
使
用

し
て
供
託
者
の
方
に
お
送
り
し
ま
す
。

ま
た
、
お
金
な
ど
を
受
け
取
る
権
利

の
あ
る
方
が
オ
ン
ラ
イ
ン
で
払
渡
請

求
を
さ
れ
ま
す
と
、
御
指
定
の
口
座

に
供
託
金
の
振
込
み
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

　
　
　
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
？ 

　
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
供
託
手
続
は
、

今
年
の
3
月
7
日
か
ら
始
ま
っ
て
い

ま
す
。 

　
　
　
ど
こ
の
供
託
所
で
も 

　
　
　
で
き
る
の
？ 

　
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
供
託
手
続
は
、

当
面
54
か
所
（
注
）
の
供
託
所
で
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
後
、
全

国
の
供
託
所
で
利
用
で
き
る
よ
う
に
、

順
次
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
予
定
で
す
。 

（
注
）
全
国
の
都
道
府
県
庁
所
在
地
等
に
あ
る
法

務
局
・
地
方
法
務
局
の
本
局
供
託
課
（
50
か
所
）

及
び
大
規
模
支
局
（
4
か
所:

東
京
法
務
局
八
王
子

支
局
、
大
阪
法
務
局
東
大
阪
支
局
、
福
岡
法
務
局

北
九
州
支
局
、
那
覇
地
方
法
務
局
沖
縄
支
局
） 

家主 
地主 

（被供託者） 

（供託金） 

供託所 

借主 
（供託者） 

日銀○○代理店 

新たに認められたものとしては、国民が裁判
員として刑事裁判に参加する裁判員制度を円
滑に導入するための啓発活動経費（新規：3億

2千万円）、全国どこでも法による紛争の解決に必
要な情報やサービスの提供を受けられる身近な司法
を目指すための司法ネット準備経費（5億3千万円
増）、資力が乏しい人が民事裁判を受
けられるようにするための法律扶助
事業経費（5億円増）のほか、刑務
所の収容人員増に対応するための
民間委託経費（14億1千万円増）、
バイオメトリクスの活用による
出入国審査体制強化経費（2億
2千万円増）などがあります。 

　裁判員の名前や住所などは公にはされません。評議の際にどの裁判

員がどんな意見を述べたかは、明らかにされません。裁判員のみなさん

の安全を確保するために、裁判員やその親族に対し、威迫行為をした者

を処罰する規定が設けられています。なお、裁判員やその親族に危害が

加えられるおそれがあり、裁判員の関与が非常に難しいようなごく例外

的な事件は、裁判員が加わらず裁判官だけで裁判を行う場合があります。 

 

　支払われます。具体的な金額については、今後決まります。 

裁判員になったことで 
トラブルに巻き込まれませんか？ 

裁判員には日当や交通費は 
支払われるのですか？ 

　裁判員となるために必要な休みをとることは法律で認められています

し、裁判員として仕事を休んだことを理由として、会社が解雇などの不利

益な取り扱いをすることは法律で禁止されています。 

裁判員となるために仕事を休むことはできますか？ 
また、仕事を休んだことで会社から 
解雇されるようなことはありませんか？ 
 

裁判員候補者として裁判所から呼ばれる 
可能性はどのくらいなのですか？ 
 　平成15年の裁判員制度対象事件は3,089件でした。 

　日本全国の選挙権をもっている人の数が約1億223万人（平成15

年衆議院議員選挙時）ですので、仮に1事件につき裁判員

候補者として50人から100人が呼ばれるとすると、1年

間で約330人から660人に1人が裁判員候補者として呼

ばれることになります。 

裁判員制度  

司
法
制
度
改
革
っ
て
な
に
？ 

 

ど
う
し
て
改
革
が
必
要
な
の
？ 

 

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
？ 

 

も
う
少
し
詳
し
く
教
え
て 

こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
？ 

 

平
成
11
年
に
司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
設
置
さ
れ
て
以
来
、
本
格
的
に
検
討
が 

重
ね
ら
れ
て
き
た
司
法
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
平
成
16
年
、
最
大
の
改
革
と
も 

言
わ
れ
た
裁
判
員
制
度
の
導
入
も
決
ま
り
、
そ
の
全
容
が
明
ら
か
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
こ
で
は
、
司
法
制
度
改
革
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
る
の
か 

な
ど
に
つ
い
て
、
改
め
て
簡
単
に
ま
と
め
て
紹
介
し
ま
す
。 

 
  

　
立
法
・
行
政
・
司
法
に
分
け
ら
れ

て
い
る
国
の
三
権
の
う
ち
、
司
法
に

関
す
る
制
度
を
改
め
よ
う
と
す
る
の

が
「
司
法
制
度
改
革
」
で
す
。
だ
れ

で
も
平
穏
無
事
な
生
活
を
望
む
と
こ

ろ
で
す
が
、
紛
争
や
い
さ
か
い
に
な

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
最
終
的

に
は
法
律
に
基
づ
い
て
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
仕

組
み
（
司
法
制
度
）
を
大
き
く
改
め

よ
う
と
い
う
の
が
司
法
制
度
改
革
で
す
。 

  

　
社
会
は
日
々
移
り
変
わ
り
ま
す
。

日
本
の
社
会
も
、
戦
後
大
き
く
変
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
以
前
は
、

法
律
な
ど
の
規
制
や
役
所
の
指
導
な

ど
に
よ
っ
て
個
人
や
企
業
の
活
動
を

事
前
に
調
整
す
る
仕
組
み
が
主
流
で

し
た
（
事
前
規
制
型
社
会
）
。
し
か
し
、

次
第
に
、
国
民
一
人
一
人
が
自
分
の

責
任
で
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
、
ル
ー
ル
違
反
に
対
し
て
は

後
か
ら
チ
ェ
ッ
ク
・
救
済
す
る
社
会
（
事

後
チ
ェ
ッ
ク
・
救
済
型
の
社
会
）
に

変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
外
国

の
企
業
が
た
く
さ
ん
日
本
に
進
出
す

る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
国
際
化
も
進
み

ま
し
た
。 

　
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
に
よ
り
、

司
法
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
こ
れ
ま

で
以
上
に
大
き
く
な
る
と
考
え
ら
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
現
実
に
、
法
曹
（
裁

判
官
、
検
察
官
と
弁
護
士
）
の
数
が

足
り
な
い
と
か
、
裁
判
に
時
間
が
か

か
り
過
ぎ
る
、
あ
る
い
は
分
か
り
に

く
い
な
ど
と
い
う
問
題
点
も
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
に

見
合
っ
た
、
21
世
紀
の
我
が
国
の
社

会
を
支
え
る
司
法
制
度
と
な
る
よ
う

に
改
革
す
る
必
要
が
生
じ
た
の
で
す
。 

     

 

　
今
回
の
司
法
制
度
改
革
で
は
、
「
国

民
に
身
近
で
、
速

く
て
、
頼
り
が
い

の
あ
る
司
法
」

の
実
現
を
目
指

す
こ
と
と
し
、

具
体
的
に
は
「
三

つ
の
柱
」
を
設

け
ま
し
た
。 

　
一
つ
目
の
柱

は
「
国
民
の
期

待
に
応
え
る
司

法
制
度
の
構
築
」

で
あ
り
、
法
律

問
題
に
関
す
る

相
談
窓
口
で
紛

争
解
決
の
道
案

内
な
ど
を
す
る

体
制
を
整
え
る

こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
す
。

二
つ
目
は
「
司
法
制
度
を
支
え
る
法

曹
の
在
り
方
の
改
革
」
で
あ
り
、
新

し
い
法
曹
養
成
の
仕
組
み
と
し
て
法

科
大
学
院
を
つ
く
る
と
か
、
法
曹
人

口
を
増
や
す
こ
と
な
ど
を
内
容
と
し

て
い
ま
す
。
そ
し
て
三
つ
目
は
「
国
民

的
基
盤
の
確
立（
国
民
の
司
法
参
加
）」

で
あ
り
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
な
ど

を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
す
。 

     

 

　
司
法
制
度
改
革
の
た
め
、
こ
れ
ま

で
多
く
の
法
律
が
で
き
ま
し
た
。
個
々

の
法
律
は
別
表
の
と
お
り
で
す
が
、

以
下
、
そ
の
主
な
も
の
を
「
三
つ
の
柱
」

ご
と
に
紹
介
し
ま
す
。 

１
　
国
民
の
期
待
に
応
え
る
司
法
制

度
の
構
築 

○
総
合
法
律
支
援
体
制
の
整
備 

　
「
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
法
人
が
新
た
に
設
立
さ
れ
、
国

民
の
皆
さ
ん
が
、
全
国
ど
こ
で
も
、

法
に
よ
る
紛
争
の
解
決
に
必
要
な
情

報
や
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。 

　
具
体
的
に
は
、
同
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

国
や
地
方
公
共
団
体
、
さ
ら
に
は
弁

護
士
会
や
そ
の
他
の
団
体
等
と
連
携
・

協
力
し
つ
つ
次
の
よ
う
な
業
務
を
行

い
ま
す
。 

①
相
談
窓
口
業
務
（
相
談
の
受
付
、

情
報
提
供
、
関
係
機
関
等
へ
の
案

内
等
） 

②
民
事
法
律
扶
助
（
経
済
的
に
困
っ

て
い
る
人
に
対
す
る
裁
判
の
代
理

人
費
用
等
の
立
替
え
等
） 

③
被
疑
者
・
被
告
人
の
た
め
の
国
選

弁
護
人
の
選
任
態
勢
の
確
保 

④
司
法
過
疎
地
域
対
策
（
弁
護
士
が

い
な
い
地
域
で
も
情
報
や
法
律
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
が
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
こ
と
等
） 

⑤
犯
罪
被
害
者
支
援
等 

　
な
お
、
同
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
平

成
18
年
秋
ご
ろ
業
務
を
開
始
す
る
予

定
で
す
。 

○
民
事
司
法
制
度
の
改
革 

　
民
事
裁
判
で
充
実
し
た
審
理
が
行

わ
れ
、
よ
り
早
い
紛
争
の
解
決
が
さ

れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
計
画
的

な
審
理
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
地
方
裁

判
所
で
取
り
扱
っ
て
い
た
離
婚
等
の

裁
判
を
家
庭
裁
判
所
が
取
り
扱
う
よ

う
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

国
な
ど
の
行
政
が
行
っ
た
処
分
を
争

う
裁
判
等
を
利
用
し
や
す
く
す
る
た

め
の
法
改
正
も
行
わ
れ
ま
し
た
。 

○
刑
事
司
法
制
度
の
改
革 

　
刑
事
裁
判
の
充
実
・
迅
速
化
の
た

め
に
、
裁
判
の
前
に
争
点
や
証
拠
を

整
理
す
る
た
め
の
新
た
な
手
続
が
設

け
ら
れ
、
争
点
中
心
の
集
中
審
議
が

行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

検
察
官
か
ら
起
訴
さ
れ
裁
判
を
受
け

て
い
る
人
（
被
告
人
）
だ
け
で
な
く
、

捜
査
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
人
（
被

疑
者
）
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
事
件

で
身
柄
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

国
選
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
検
察
官
が

不
起
訴
に
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
く

じ
で
選
ば
れ
た
一
般
の
国
民
で
構
成

さ
れ
る
検
察
審
査
会
の
一
定
の
議
決

が
あ
れ
ば
、
起
訴
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

２
　
司
法
制
度
を
支
え
る
法
曹
の
在

り
方
の
改
革 

○
新
し
い
法
曹
養
成
制
度
の
導
入 

　
質
・
量
共
に
豊
か
な
法
曹（
裁
判
官
・

検
察
官
・
弁
護
士
）
を
養
成
す
る
た

め
に
、
法
科
大
学
院
を
中
核
的
な
教

育
機
関
と
し
、
法
科
大
学
院
に
お
け

る
教
育
と
司
法
試
験
、
司
法
修
習
を

連
携
さ
せ
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
新

し
い
法
曹
養
成
制
度
が
で
き
ま
し
た
。

昨
年
４
月
に
全
国
で
68
校
の
法
科
大

学
院
が
開
校
し
、
今
年
の
４
月
に
は

新
た
に
６
校
が
開
校
す
る
こ
と
と
な

っ
て
い
ま
す
。 

○
法
曹
人
口
の
拡
大 

　
司
法
試
験
の
合
格
者
数
に
つ
い
て
は
、

平
成
14
年
に
１
２
０
０
人
程
度
、
平

成
16
年
に
１
５
０
０
人
程
度
と
そ
れ

ぞ
れ
増
加
さ
れ
て
き
て
お
り
、
平
成

22
年
こ
ろ
に
は
年
間
３
０
０
０
人
程

度
を
目
指
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
改
革
に
よ
っ
て
、
法
曹
人

口
の
大
幅
な
増
加
が
実
現
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

○
そ
の
他
の
法
曹
制
度
の
改
革 

　
法
曹
の
在
り
方
に
関
す
る
改
革
と

し
て
は
、
以
上
の
ほ
か
、
①
判
事
補

や
検
事
が
一
定
期
間
弁
護
士
の
職
務

を
経
験
す
る
制
度
の
創
設
、
②
裁
判

官
の
任
命
手
続
に
つ
い
て
最
高
裁
判

所
の
指
名
手
続
に
関
与
す
る
諮
問
機

関
の
設
置
、
③
民
事
調
停
官
や
家
事

調
停
官
制
度
の
創
設
、
④
司
法
試
験

に
合
格
し
た
企
業
法
務
の
担
当
者
等

に
対
す
る
弁
護
士
資
格
の
特
例
の
拡

充
な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

３
　
国
民
的
基
盤
の
確
立
（
国
民
の

司
法
参
加
） 

○
裁
判
員
制
度
の
導
入 

　
裁
判
員
制
度
と
は
、
殺
人
や
人
の

住
む
家
へ
の
放
火
な
ど
一
定
の
重
い

刑
事
事
件
の
裁
判
に
、
国
民
の
皆
さ

ん
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
裁
判
員
が
参

加
し
、
裁
判
官
と
一
緒
に
有
罪
・
無

罪
や
刑
の
内
容
を
決
め
る
制
度
で
す
。

こ
の
裁
判
員
制
度
に
関
す
る
法
律
は

昨
年
５
月
28
日
に
公
布
さ
れ
、
約
５

年
の
準
備
期
間
を
置
い
て
、
平
成
21

年
５
月
ま
で
に
実
際
に
制
度
が
始
ま

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

　
裁
判
員
は
、
20
歳
以
上
の
国
民
の

中
か
ら
く
じ
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て

選
ば
れ
ま
す
。
通
常
、
６
人
の
裁
判

員
が
３
人
の
裁
判
官
と
一
緒
に
（
場

合
に
よ
っ
て
は
裁
判
員
４
人
、
裁
判

官
1
人
）、法
廷
で
証
人
の
話
や
裁
判

を
受
け
て
い
る
被
告
人
の
話
を
聞
い

た
り
、
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
証

拠
物
や
証
拠
書
類
を
調
べ
た
り
し
ま
す
。

そ
れ
を
基
に
、
裁
判
員
は
、
裁
判
官

と
対
等
な
立
場
で
十
分
に
話
し
合
っ
て
、

被
告
人
が
有
罪
な
の
か
無
罪
な
の
か
、

有
罪
の
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容

の
刑
に
す
る
か（
懲
役
○
年
な
ど
）
を

決
め
ま
す
。

そ
し
て
、話
合

い
を
し
て
決

め
た
結
果
に

基
づ
い
て
裁

判
長
が
法
廷

で
判
決
を
言

い
渡
し
ま
す
。

こ
れ
で
裁
判

員
は
役
目
を

果
た
し
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

　
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
法
律
の
専
門
家
で
は
な
い

国
民
の
皆
さ
ん
の
感
覚
が
裁
判
の
内

容
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
皆

さ
ん
の
理
解
と
支
持
が
深
ま
り
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
司
法
が
国
民
の
皆
さ
ん

の
中
に
し
っ
か
り
と
根
を
張
っ
た
存

在
に
な
る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

         

 

　
別
表
の
よ
う
に
司
法
制
度
改
革
に

関
す
る
法
律
は
で
き
ま
し
た
が
、
施

行
さ
れ
て
間
も
な
い
も
の
も
あ
り
、

ま
た
、
こ
れ
か
ら
施
行
さ
れ
る
も
の

も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
か
ら
は
、

国
民
の
皆
さ
ん
が
「
確
か
に
司
法
制

度
は
以
前
よ
り
良
く
な
っ
た
。
」
と

実
感
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
新

し
い
制
度
を
し
っ
か
り
と
実
施
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。 

　
司
法
制
度
改
革
推
進
の
中
心
的
役

割
を
果
た
し
て
き
た
司
法
制
度
改
革

推
進
本
部
は
、
昨
年
11
月
末
を
も
っ

て
設
置
期
限
が
切
れ
解
散
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
新
た
に
内
閣
に
司
法

制
度
改
革
推
進
室
が
設
け
ら
れ
、
制

度
実
施
の
役
割
を
担
う
各
省
庁
な
ど

と
の
間
の
総
合
調
整
を
行
う
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
司
法
制
度
等
を
所
管

す
る
法
務
省
と
し
て
も
、
同
改
革
推

進
室
等
と
協
力
し
つ
つ
引
き
続
き
改

革
に
取
り
組
み
、
適
切
な
方
策
を
講

じ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

    

中
で
も
、
総
合
法
律
支
援
制
度
に

つ
い
て
は
、
平
成
18
年
に
日
本
司
法

支
援
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
、
秋
こ

ろ
に
は
業
務
が
開
始
さ
れ
る
予
定
で

す
の
で
、
そ
の
た
め
の
準
備
作
業
に

力
を
尽
く
す
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
裁
判
員
制
度
は
、
平
成
21

年
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
制
度
が
成
功

す
る
た
め
に
は
、
十
分
な
準
備
が
必

要
な
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
法

務
省
と
し
て
も
広
報
活
動
等
に
最
大

限
の
努
力
を
払
う
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
が
、
国
民
の
皆
さ
ん
の
御
支
持

や
御
協
力
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
の
で
、

よ
ろ
し
く
御
理
解
の
ほ
ど
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。 

   

「模擬法廷（最高裁判所で作成した案の1つであり、確定的なものではありません。）」 

法　　律 

司法制度改革関連法一覧 

成　　立 
（公　　布） 

施行時期  

１５．１．１  １４．４．１１ 
（１４．４．１７） 

１５．４．１（一部例外あり） 

１５．４．１（一部例外あり） 

１５．４．１（一部例外あり） 

１４．４．２４ 
（１４．５．７） 
 

１４．１１．２２ 
（１４．１１．２９） 

１４．１１．２９ 
（１４．１２．６） 

１４．１１．２９ 
（１４．１２．６） 

１６．１．１ 

１５．４．２５ 
（１５．５．９） 

１６．４．１（一部例外あり） 

１５．７．９ 
（１５．７．１６） 

公布の日 

１５．７．９ 
（１５．７．１６） 

１６．４．１ 

１６．４．１ 

１６．４．１ 

１５．７．９ 
（１５．７．１６） 

１５．７．１８ 
（１５．７．２５） 

１５．７．２５ 
（１５．８．１） 

１６．４．１ 

１５．７．２５ 
（１５．８．１） 

１６．３．１ 

１６．３．３１ 
（１６．３．３１） 

１６．４．１ 

１６．４．２８ 
（１６．５．１２） 

１６．５．２１ 
（１６．５．２８） 

１６．５．２１ 
（１６．５．２８） 

１６．５．２６ 
（１６．６．２） 

１６．６．２ 
（１６．６．９） 

１７．４．１（一部例外あり） 

１６．６．１１ 
（１６．６．１８） 

１７．４．１ 

１６．６．１１ 
（１６．６．１８） 

１７．４．１ 

１６．６．１１ 
（１６．６．１８） 

１７．４．１（一部例外あり） 

１６．１１．１０ 
（１６．１１．１７） 

１７．１．１（一部例外あり） 

１６．１１．１９ 
（１６．１２．１） 

１６．１２．３ 
（１６．１２．１０） 

２２．１１．１ 

弁理士法の一部を改正する法律（経済産業省） 
・弁理士に特定侵害訴訟の訴訟代理権を認めるなどの制
度整備 

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改
正する法律（法務省）  
・司法書士に簡裁における訴訟代理権を認めるなどの制
度整備  

法科大学院の教育と司法試験等との連携等に
関する法律（本部）  
・法曹養成の基本理念、法科大学院の適格認定等 

司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法
律（本部） 
・新司法試験の実施及びその受験資格、旧司法試験の並
行実施、司法修習期間を少なくとも１年とすること等 

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一
般職の国家公務員の派遣に関する法律（本部） 
・裁判官、検察官その他の一般職の国家公務員の法科大
学院への教員派遣 

裁判の迅速化に関する法律（本部） 
・第一審の裁判を2年以内に終わらせることを目標とす
ることなど、裁判の迅速化の趣旨、国の責務等 

民事訴訟法等の一部を改正する法律（法務省）    
・計画審理の推進、証拠収集手段の拡充、専門委員制度
の創設、特許権等関係訴訟事件の専属管轄化等 

担保物権及び民事執行制度の改善のための民
法等の一部を改正する法律（法務省） 
・民事執行制度の強化 

仲裁法（本部） 
・裁判外の紛争解決手続の一つである仲裁手続の整備 

弁護士法の一部を改正する法律（本部）  
・大学の法律学の教授等の職に在った者に対する弁護士
資格の特例措置の見直し 

労働審判法（本部）   
・個別労働関係事件について、簡易迅速な紛争解決制度
として労働審判制度の導入 

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律（本部） 
・刑事裁判において一般の国民が裁判官とともに裁判内
容の決定に関与する制度の導入 

刑事訴訟法等の一部を改正する法律（本部）    
・刑事裁判の充実・迅速化のための方策の導入（刑事訴
訟法改正） 
・被疑者に対する国選弁護人の選任制度の導入等国選弁
護人制度の整備（刑事訴訟法・少年法改正） 
・検察審査会の一定の議決により公訴が提起される制度
の導入（検察審査会法改正） 

総合法律支援法（本部） 
・国民が全国どこでも法律上のトラブルの解決に必要な
情報やサービスの提供を受けられるようにするための
総合的な体制の整備（日本司法支援センターの組織運
営を含む。） 

行政事件訴訟法の一部を改正する法律（本部） 
・行政訴訟制度につき、国民の権利利益のより実効的な
救済方法の整備 

知的財産高等裁判所設置法（本部） 
・知的財産関係事件を専門的に扱う知的財産高等裁判所
を設置 

裁判所法等の一部を改正する法律（本部）   
・知的財産関係事件における営業秘密の保護の強化及び
侵害行為の立証の容易化、特許権等の侵害訴訟と特許
無効審判との関係の整理等に必要な手続等の整備  

労働組合法の一部を改正する法律（厚生労働省） 
・労働委員会が行う不当労働行為審査の迅速化・的確化
を図るための審査手続及び審査体制の整備等  

裁判所法の一部を改正する法律（本部） 
・司法修習生に対し給与を支給する制度に代えて、司法
修習生がその修習に専念することを確保するための資
金を国が貸与する制度の導入 

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法
律（本部） 
・民間事業者が行う裁判外紛争解決手続（ADR）の業務
について法務大臣が認証を行う制度の整備等 

判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法
律（本部） 
・判事補及び検事が一定期間その身分を離れ、弁護士と
なってその職務を経験する制度の整備 

人事訴訟法（法務省） 
・離婚等の過程関係事件（人権訴訟）の家庭裁判所への
移管等 

司法制度改革のための裁判所法等の 一部を改
正する法律（本部） 
・簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関す
る制度の整備（裁判所法、民事訴訟費用等に関する法
律等の一部改正） 
・民事調停官及び家事調停官制度の創設（民事調停法、
家事審判法等の一部改正） 
・弁護士資格特例の拡充、弁護士の綱紀懲戒手続の整備
等（弁護士法の一部改正）  
・外国法事務弁護士による弁護士の雇用禁止の撤廃等（外
国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
の一部改正） 

学校教育法の一部を改正する法律（文部科学省） 
・法科大学院制度の創設等 

ただし、 
・１７．１２．１（新司法試験の実施、旧
司法試験の並行実施等） 
・１８．４．１（修習期間をなくとも１年と
すること） 

ただし、 
・１６．１．１（民事調停官・家事調停
官制度の創設等） 

・１７．４．１（外国弁護士による法律
事務の取扱いに関する特別措置
法の改正等）など 

公布から２年以内の政令で定
める日（一部例外あり） 

公布から５年以内の政令で定
める日 
ただし、 
・公布の日（環境整備等） 
・公布から４年６月以内の政令で定
める日（裁判員候補者名簿の作
成等）など 

公布の日 
ただし、 
・公布から２年以内の政令で定める
日（司法支援センターの設立に関
する規定等） 
・公布から２年６月以内の政令で定
める日（司法支援センターの業務
遂行に関する規定等）など 

公布から２年６月以内の政令
で定める日 

ただし、 
・公布から２年６月以内の政令で定
める日（国選弁護制度の整備、即
決裁判手続の創設） 

・公布から５年以内の政令で定める
日（検察審査会関係、被疑者国
選弁護の対象事件の拡大）など   

（　）内は法案作成省庁等。「本部」とは司法制度改革推進本部のこと。 


